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1 H29.4.26 H29.5.1
28食肉市場センタービルほか電力計取替工事（積算
内訳書一式）

8 1
中央卸売市
場食肉市場
管理課

2 H29.4.25 H29.5.8
豊洲新市場（仮称）水産仲卸売場棟ほか建設工事
（その２）特記仕様書

16 1
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

3 H29.3.9 H29.5.8

知事本局（含：港湾局）との要確約課題（平成16年
７月22日）
豊洲地区の懸案事項の解決に向けて（平成17年３月
31日）
豊洲地区開発整備に係るＱ&Ａ（平成14年７月31日）

18 1
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

4 H29.3.9 H29.5.8
「豊洲新市場予定地内に残置される地下埋設物の取
扱に関する協定書」の確認について

11 1 1 1

（第７条第２号）特定の個人が識別されることにより、個人の権利利益が侵害さ
れるおそれがあるため
（第７条第４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公
共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

5 H29.3.9 H29.5.8

豊洲地区用地の土壌汚染対策費の負担合意に関する
協定書（平成23年３月31日締結）に至るまでの都と
東京ガスの交渉記録（平成10年９月21日から平成23
年３月25日まで）
豊洲の土壌汚染対策について（平成15年３月26日）
市場用地内の地下埋設物残置協議（最終合意）（平
成14年６月21日）

149 1 1 1

（第７条第２号）特定の個人が識別されることにより、個人の権利利益が侵害さ
れるおそれがあるため
（第７条第４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公
共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

6 H29.3.9 H29.5.8

豊洲地区土壌汚染の処理について（平成15年10月30
日、都と東京ガスの打合せにて、冒頭の説明時に使
用したもの）
平成17年の豊洲地区用地の土壌処理に関する確約書
の付属文書
平成16年12月の豊洲地区　懸案事項の検討状況につ
いて（事務打ち合わせ用）・平成12年２月（平成16
年12月20日に知事本局と東京ガスの打ち合わせで使
用したもの）

1 現に保有しておらず公文書は存在しないため
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

7 H29.3.10 H29.5.9 事務事業説明資料（平成28年8月実施分） 62 1 1
（第７条第３号）事業を営む企業の指標となる決算額等の見込金額であって、公
にすることにより、当該事業者の事業運営上の地位が損なわれるおそれがあるた
め

中央卸売市
場管理部総
務課

8 H29.3.16 H29.5.11
豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会記録の提
出（平成29年3月1日請求分）項目207

263 1 1 1 1

（第７条第２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため
（第７条第４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯
罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
（第７条第６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続
して行われることから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務
の運営に支障を及ぼすおそれがあるため

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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9 H29.3.16 H29.5.11
豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会記録の提
出（平成29年３月１日請求分）項目112、113

23 1
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

10 H29.3.16 H29.5.11
豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会記録の提
出（平成29年３月１日請求分）項目108、120、207

283 1 1 1 1

（第７条第２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため
（第７条第４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯
罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
（第７条第６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続
して行われることから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務
の運営に支障を及ぼすおそれがあるため

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

11 H29.3.17 H29.5.11
豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会記録の提
出（平成29年３月１日請求分）項目108、207、279

272 1 1 1 1

（第７条第２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため
（第７条第４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯
罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
（第７条第６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続
して行われることから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務
の運営に支障を及ぼすおそれがあるため

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

12 H29.5.1 H29.5.14
豊洲新市場関係浜渦副知事ブリーフィング状況（平
成15年2月10日）

1 1
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

13 H29.5.1 H29.5.15
豊洲市場への移転の課題と行政手続のステップ
豊洲市場への移転に向けたロードマップ

4 1
中央卸売市
場管理部総
務課

14 H29.4.28 H29.5.19 支払伝票 26 1
中央卸売市
場管理部財
務課

15 H29.3.21 H29.5.19

豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会記録の提
出
項目10（築地市場移転先検討に関わる議事録の全て
及び参考資料のうち、築地市場再整備推進協議会及
び築地市場再整備推進協議会幹事会に関わるものを
除く全ての資料）

475 1
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

16 H29.3.21 H29.5.19

豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会記録の提
出
項目108（豊洲市場に関する土地売買契約書及び関連
資料）
項目120（豊洲の土壌汚染対策について（平成15年３
月26日）
項目277（豊洲新市場予定地内に残置される地下埋設
物の取扱いに関する協定書（平成18年３月31日）
項目279（豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に
関する協定書（平成23年３月31日）及び豊洲地区用
地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書につい
ての確認（平成23年３月31日）

32 1 1 1

（第７条第２号）特定の個人が識別されることにより、個人の権利利益が侵害さ
れるおそれがあるため
（第７条第４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公
共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

17 H29.3.21 H29.5.19

豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会記録の提
出
項目162（平成11（1999）年12月27日石原知事に説明
した状況報告

1 現に保有しておらず公文書は存在しないため
中央卸売市
場新市場整
備部管理課
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18 H29.5.12 H29.5.25
29足立市場魚類新館移動式粉末消火設備更新工事
工事内訳書

4 1
中央卸売市
場事業部施
設課

19 H29.3.31 H29.5.30

会計実地検査　事前調書
農業・食品産業強化対策整備交付金事業における補
助対象財産に関する特別調書
農業・食品産業強化対策整備交付金事業における事
業評価に関する特別調書
会計実地検査　一般調書
都道府県の概要

38 1
中央卸売市
場管理部財
務課

20 H29.5.10 H29.5.31 事務事業説明（平成28年８月実施分） 議事概要 6 1
中央卸売市
場管理部総
務課

表の見方 

＜決定区分＞ 

 ・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。 

＜（根拠規定）条例7条＞ 

 ・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。 

＜公文書の件名＞について 

 ・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。 

 ・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。 
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